
１　対象者　
・高松市内に住所がある者

・蓄便袋と蓄尿袋の方は在宅でなくても構いません。

・社会福祉施設入所者および公的制度で紙おむつの負担がなされていない者

・世帯員の中で市町村民税の所得割が最も多い者の所得割額が４６万円未満の者

・蓄便袋は直腸機能障害である者

・蓄尿袋は膀胱機能障害である者

 以下を持ち、排便排尿の意思表示やトイレでの定期排尿便が困難である者（ストマ用装具との併願は不可）

 又は、療育手帳マルＡを持ち、おおむね６か月以上寝たきりの状態である者

２　申請に必要なもの
・申請書 ・個人番号カード又は通知カード
・見積書 ・身元確認書類（免許証等）
・意見書（紙おむつを希望の方について、初めの１回のみ必要） ・身体障害者手帳

３　申請の流れ

４　利用者自己負担額

◆用具ごとの限度額◆

蓄便袋   ・・・   月８，６００円
蓄尿袋   ・・・ 月１１，３００円
紙おむつ・・・ 月１２，０００円

※ 課税がある方
● 見積金額または限度額の　５％ （対象者が世帯主または生計中心者の場合）
● 見積金額または限度額の１０％ （対象者が上記以外の場合）

※ 生活保護世帯、市民税非課税世帯の場合は自己負担はありません。
（ただし、限度額を超えた分は利用者の負担になります。）

５　対象となる用具

 ・蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ
・蓄便（尿）袋の付属品（皮膚保護剤、袋を体に密着させるもの）
・洗腸用具

※ サラシ、腹帯、はさみ、お尻ふき、防水シート等は対象外

６　申請締切時期（申請ごとに申請書と見積書が必要）
※

　　　　 <４ヶ月申請の場合> <２ヶ月申請の場合>
Ⅰ期（４月～７月） ４月～５月 10月～11月
Ⅱ期（８月～１１月） ６月～７月 12月～1月
Ⅲ期（１２月～３月） ８月～９月 2月～3月

◆問合せ先◆
〒760-8571
高松市番町一丁目８番１５号

TEL　０８７－８３９－２３３３
FAX　０８７－８２１－００８６

高松市　健康福祉部　福祉事務所　障がい福祉課

★ ストマ用装具・紙おむつの申請について ★

・紙おむつは身体障害者手帳１級若しくは、膀胱、直腸機能障害３級以下若しくは、脳原性の運動機能障害２級

（ただし、限度額を超えた分は利用者の負担になります。）

月の１０日までに申請書および見積書を提出するとその月から給付されます

後日，決定通知書と給付
券と次回分の申請書が
届く

申請書を作成し
て障がい福祉課
に提出

業者に見積依頼

ストマ用装具の受取日と
氏名を記入した給付券
を，業者に渡し装具を受
け取る

依頼した見積書は業者が
障がい福祉課に届けてくれる

次回分の申請書を障が
い福祉課に提出


